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感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マ
スク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご
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事前に議決権行使をしていただくこともでき
ますので、是非ご利用をご検討ください。

●……本株主総会会場において、感染予防のための
措置を講じる場合もありますので、ご協力く
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今後の状況により株主総会の運営に大きな変
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証券コード8364
2020年６月５日

　

株 主 各 位
　

静岡県静岡市清水区富士見町２番１号
　

株式会社 清 水 銀 行
　

取締役頭取 岩 山 靖 宏
第145期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当行第145期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決
権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまし
て、2020年６月24日（水曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。

敬 具

記
　

1. 日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 静岡県静岡市清水区天神１丁目７番30号

清水銀行天神本部 ３階大会議室
3. 株主総会の目的である事項
報 告 事 項 1. 第145期（2019

2020
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）事業報告、計算書類報告の件

2. 第145期（2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結計算書類ならびに会計監査人

および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対するストック

オプション報酬額および内容決定の件

2020年05月22日 21時22分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

事
業
報
告

― 2 ―

4. 議決権行使等についてのご案内
　議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

株主総会ご出席 開催日時 2020年６月25日（木曜日）午前10時
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集通知」をご持参くださ
いますようお願い申しあげます。
〈代理人による議決権行使〉代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙と
ともに会場受付にご提出ください。（なお、代理人の資格は、当行の議決権を有する他の
株主さま１名とさせていただきます。）

郵 送 行使期限 2020年６月24日（水曜日）午後5時到着分まで
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着す
るようご返送くださいますようお願い申しあげます。

インターネット 行使期限 2020年６月24日（水曜日）午後５時送信分まで
　当行指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセス
していただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パス
ワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって行使期限までに議案に対する賛否をご
入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更い
ただく必要があります。
　QRコード読み取り機能を搭載した携帯電話をご利用の場合は、左記QRコードを読み取
ってアクセスいただくことも可能です。

詳細は50・51ページをご覧ください。
　
【重複行使の取扱い】議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネット等でも議決権を行使された場合は、到着日時を問わ
ずインターネット等による議決権行使を有効なものとして取扱いさせていただきます。また、インターネット等によって議決権を複数
回行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていただきます。
　
【議決権の不統一行使】議決権の不統一行使を行う株主さまは、株主総会の日の３日前までに、書面をもってその旨および理由をご通
知くださいますようお願い申しあげます。
　
【インターネットによる開示事項】本招集ご通知に提供すべき書類のうち、「当行の新株予約権等に関する事項」、「株主資本等変動計算
書」、「個別注記表」、「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」につきましては、法令および定款第17条の規定に基づき、イ
ンターネット上の当行ホームページ（http://www.shimizubank.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載
しておりません。
　なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告、計算書類および連結計
算書類には、本招集ご通知添付書類記載のもののほか、この「当行の新株予約権等に関する事項」、「株主資本等変動計算書」、「個別注
記表」、「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」として表示すべき事項も含まれております。
　株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正すべき事項が生じた場合には、当行ホームページ
（http://www.shimizubank.co.jp/）にて、修正の内容を開示いたします。

以 上
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（添付書類）
第145期 事 業 報 告

　

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
　
１．当行の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果等
主要な事業内容
　当行は、静岡県を主要な営業基盤とする地域金融機関として、預金業務、貸出金業務、内
国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、投資信託販売業
務、保険代理店業務、金融商品仲介業務等を通じて、地域の皆さまに幅広い金融商品・サー
ビスの提供を行っております。

　
金融経済環境
　当期中におけるわが国経済は、中国景気の減速や米中貿易摩擦等の影響により、生産の一
部や輸出を中心に弱さが見られたものの、企業収益は、底堅く推移し、個人消費の持ち直し
にも下支えされ、緩やかな回復基調を維持してきました。しかしながら、年明けからの新型
コロナウィルス感染症の世界的大流行に伴い、世界経済の減速による輸出の減少や部材調達
難による生産の低下、国境を越えての人の移動が制限される中でインバウンド需要の低迷、
感染拡大を防止するための外出自粛等の様々な影響から、国内外の需要が急速に落ち込み、
多くの業種で景況感が下押しされております。世界的な新型コロナウィルス感染症の拡大に
より、企業業績を取り巻く環境は厳しさを増し、景気は厳しい状況になりつつあります。
　当行の主要営業基盤である静岡県につきましても、景気は総じて緩やかな拡大を維持して
きましたが、製造業を中心に企業収益は低下傾向となり、非製造業においても、観光や外食
等の一部の業態に大幅な売上高の減少が見られ、全体として弱含んだ動きになっておりま
す。
　金融環境につきましては、日経平均株価は主要先進国の政策金利の引き下げ等を追い風
に、年末には２万３千円台を付けましたが、新型コロナウィルス感染症の拡大による市場の
動揺と収束の気配が見られない先行き不安により、国内外の相場は急落し、期末には１万８
千円台となりました。長期金利は日本銀行の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」のも
と０％近辺で推移しました。
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事業の経過及び成果
　当行は、第26次中期経営計画「ADVANCE AS ONE ～地域・お客さまとともに、持続
的成長を実現するために～」において、目指す姿として掲げた「存在意義の発揮」に向け、
安定的な収益の確保と健全性の向上に取り組んでまいりました。
　法人のお客さまへの取り組みとしては、タイ最大手の「バンコック銀行」との提携による
信用保証制度「スタンドバイクレジット」を活用した現地通貨建て融資を拡大したほか、タ
イに拠点を持つ顧客向けにビジネス交流会を開催するなど、取引先の海外展開支援を強化し
ました。また、多くの中小企業が抱える後継者問題にお応えするため、事業承継・Ｍ＆Ａ業
務において外部提携を進め、支援体制を強化しました。また、新型コロナウィルス感染症の
影響を受けている中小企業や個人事業主の皆さまの資金繰りやご返済などに関するご相談に
積極的にお応えするため、2020年２月より「しみず緊急支援資金」の取り扱いを開始する
など、金融仲介機能の向上に向けた施策を展開しました。
　個人のお客さまへの取り組みとしては、お客さまの安定的な資産形成に向け、新たに投資
信託８商品を追加したことに加え、お客さまの将来への備えに対応するため、新たな個人保
険商品４商品の取り扱いを開始しました。また、2019年８月には、金融商品販売支援シス
テムを全店に導入し、預かり資産業務の受付をタブレット端末で行えるようにしたことで、
お客さまの書類記入時のご負担の軽減やお手続き時間の短縮を図りました。急速に普及して
いるキャッシュレス決済への対応として、ペイメント企業４社と口座連携を開始しました。
2020年３月には、ＳＢＩマネープラザ株式会社との２店舗目の共同店舗を静岡市内に開設
し、付加価値の高い金融サービスの提供エリアを拡大しました。
　地方創生への取り組みとしては、資金供給手段の多様化と地域社会の発展を目的として取
り扱いを開始した「地方創生私募債」は、累計発行件数153件まで拡大しました。
　2020年２月、アライアンス戦略として、新たな商品やサービスの提供を通じて地方創生
に積極的に取り組むため、ＳＢＩホールディングス株式会社との間で資本業務提携を行いま
した。
　こうした取り組みにより、お客さまにご満足いただけるサービスの充実を図ってまいりま
した。

損 益
　経常収益は、前期比１億97百万円増加の232億45百万円となりました。経常費用は、新
型コロナウィルス感染症の世界的な拡大に伴う金融市場の混乱により、保有する有価証券の
評価損が増加し、有価証券関連損失を計上したこと及び与信関係費用の増加等により、前期
比80億72百万円増加の277億９百万円となりました。
　この結果、経常損失44億64百万円、当期純損失39億82百万円となりました。
　なお、当行及びグループ会社の連結業績は、連結経常収益289億74百万円、連結経常損
失42億30百万円、親会社株主に帰属する当期純損失39億68百万円となりました。
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貸 出 金
　貸出金につきましては、地域金融機関としてお客さまの資金需要に積極的にお応えした結
果、前期末比275億円増加の１兆1,567億円となりました。

預 金 等
　預金につきましては、地域に密着した営業基盤の拡充に努め、採算性を重視した調達を行
った結果、前期末比34億円減少の１兆3,869億円となりました。
　個人預かり資産につきましては、お客さまの多様化するニーズにお応えするなか、個人預
金、個人年金保険等が増加した結果、前期末比240億円増加の１兆1,786億円となりまし
た。

有価証券
　有価証券につきましては、市場動向を注視しつつ、機動的な運用を行った結果、前期末比
133億円減少の2,871億円となりました。

対処すべき課題
　当期におきましては、新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大の影響による有価証券関
連損失処理により損失計上となり、株主の皆さまには、多大なるご心配をおかけしておりま
すことを心よりお詫び申し上げます。
　今回の決算により、当行の資産の健全性は向上しており、安定的な収益を計上できる体質
を確保しております。一方で、地域金融機関を取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化の進
行による顧客基盤の縮小、デジタライゼーションの進展による金融サービスの多様化、長期
化するマイナス金利政策など、予断を許さない状況が続いております。
　このような認識のもと、当行では、2020年４月より、期間３年の第27次中期経営計画
「ZENSHIN～架け橋を築く～」がスタートしました。経営理念を具現化するべく、2028年
に迎える100周年に向けたありたい姿を新たに定義したうえで、基本方針として「お客さま
本位の追求」、「人財活力の最大化」、「経営基盤の強化」を掲げ、行員一人ひとりの力を結集
し、お客さまに寄り添い、地域の発展に貢献し続けることで、地域になくてはならない銀行
を目指してまいります。
　持続可能な社会の実現を目指すべくＳＤＧｓの取り組みをさらに進め、企業価値の向上に
向けたガバナンスの一層の強化を図り、お客さまの信頼と期待にお応えできるよう、役職員
一丸となって取り組んでまいります。
　株主の皆さまには、引き続きご支援を賜りますよう、心からお願い申しあげます。
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（2）財産及び損益の状況
（単位：億円）

　

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
預 金 13,738 13,506 13,903 13,869
定 期 性 預 金 7,931 7,519 7,520 7,320
そ の 他 5,807 5,986 6,382 6,548

社 債 100 100 － －
貸 出 金 10,737 10,970 11,291 11,567
個 人 向 け 2,107 2,192 2,302 2,373
中 小 企 業 向 け 6,229 6,489 6,719 6,854
そ の 他 2,401 2,288 2,269 2,339

商 品 有 価 証 券 4 4 6 5
有 価 証 券 2,539 3,081 3,005 2,871
国 債 654 535 464 448
そ の 他 1,885 2,545 2,540 2,422

総 資 産 15,814 14,992 16,467 15,858
内 国 為 替 取 扱 高 107,987 62,490 99,832 59,018
外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

359 346 382 497
経 常 利 益
（△ は 経 常 損 失）

百万円 百万円 百万円 百万円
3,472 3,394 3,411 △4,464

当 期 純 利 益
（△ は 当 期 純 損 失）

百万円 百万円 百万円 百万円
2,697 2,573 2,492 △3,982

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
（△は１株当たりの当期純損失）

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
282 87 269 79 223 23 △343 75

　

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

（ご参考）連結業績の推移
（単位：百万円）

　

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
経 常 収 益 28,760 27,637 28,675 28,974
経 常 利 益
（△ は 経 常 損 失） 3,948 3,345 3,620 △4,230
親会社株主に帰属する当期純利益
（△は親会社株主に帰属する当期純損失） 2,978 2,332 2,521 △3,968
包 括 利 益 1,684 2,509 1,958 △5,980
純 資 産 額 81,659 83,602 89,173 82,512
総 資 産 1,590,062 1,510,013 1,656,759 1,596,871

　

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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（3）使用人の状況
　

当 年 度 末 前 年 度 末
使 用 人 数 953人 972人
平 均 年 齢 40年２月 40年１月
平 均 勤 続 年 数 16年10月 16年８月
平 均 給 与 月 額 359千円 380千円

　

（注）1. 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 使用人数には、臨時雇員及び嘱託318人、出向受入者５人を含んでおりません。
3. 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（4）営業所等の状況
イ．営業所数の推移

　

当 年 度 末 前 年 度 末
店 うち出張所 店 うち出張所

静 岡 県 76 （ １ ） 76 （ １ ）
東 京 都 1 （ ０ ） 1 （ ０ ）
愛 知 県 2 （ ０ ） 2 （ ０ ）
合 計 79 （ １ ） 79 （ １ ）

　

（注）上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を54,480か所（前年度末54,590か所）設置しており
ます（セブン銀行ATM23,389か所及びイオン銀行ATM5,351か所、イーネットATM12,349か所、ロー
ソン銀行ATM13,330か所を含む）。

ロ．当年度新設営業所
　該当ありません。

　

（注）セブン銀行及びイオン銀行、イーネット、ローソン銀行との提携ATMを除き、店舗外現金自動設備を７か
所廃止しました。

店舗外現金自動設備の廃止
・ピアゴ上岡田店共同出張所（磐田市）
・アピタ島田出張所（島田市）
・アスティ静岡出張所（静岡市葵区）
・ファミリーマート富士宮芝川店出張所（富士宮市）
・西友楽市富士青島店出張所（富士市）
・パティオ出張所（袋井市）
・小糸製作所静岡工場共同出張所（静岡市清水区）

ハ．銀行代理業者の一覧
　該当ありません。
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ニ．銀行が営む銀行代理業等の状況
　該当ありません。

　
（5）設備投資の状況
イ．設備投資の総額

（単位：百万円）
　

設備投資の総額 556
　
ロ．重要な設備の新設等

（単位：百万円）
　

内 容 金 額
ソフトウェア（外為勘定系システム 他） 295
　
（6）重要な親会社及び子会社等の状況
イ．親会社の状況
　該当ありません。

ロ．子会社等の状況
　

会社名 所 在 地 主要業務内容 設立年月日 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

清水ビジネスサービス
株 式 会 社

静岡県静岡市清水区
富士見町２番１号 銀行事務代行業務 1981年12月10日 10百万円 100.00％ ―

清水銀キャリアップ
株 式 会 社

静岡県静岡市清水区
富士見町２番１号 有料職業紹介業務 1990年10月22日 30百万円 100.00％ ―

清水総合メンテナンス
株 式 会 社

静岡県静岡市清水区
天神１丁目８番25号 不動産管理業務 1991年12月24日 30百万円 100.00％ ―

株式会社清水地域
経済研究センター

静岡県静岡市清水区
富士見町２番１号

金融・経済の調査研究
業務、研修運営業務 1965年10月28日 12百万円 100.00％ ―

清 水 信 用 保 証
株 式 会 社

静岡県静岡市清水区
富士見町２番１号 信 用 保 証 業 務 1978年11月１日 50百万円 100.00％ ―

清水リース＆カード
株 式 会 社

静岡県静岡市清水区
富士見町２番１号

リ ー ス 業 務、
クレジットカード業務 1999年４月14日 60百万円 15.13％ ―

清水総合コンピュータ
サービス株式会社

静岡県静岡市清水区
天神１丁目８番25号 コンピュータ関連業務 1989年７月１日 30百万円 5.00％ ―

　

（注）1. 上記の子会社等７社は、いずれも連結対象会社であります。
2. 議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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重要な業務提携の概況
1. 地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサ
ービス（略称ＡＣＳ）を行っております。

2. 地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組
合、系統農協・信漁連（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、現金自
動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っており
ます。

3. 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称ＣＮＳ）
において、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金
取引明細等各種データの授受のサービス等を行っております。

　
（7）事業譲渡等の状況
　該当ありません。

　
（8）その他銀行の現況に関する重要な事項
　該当ありません。
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２．会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（2019年度末現在）
　

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 その他

豊 島 勝一郎 取 締 役 頭 取
（代 表 取 締 役）

岩 山 靖 宏 専 務 取 締 役
（代 表 取 締 役）

望 月 文 人 専 務 取 締 役

薮 崎 文 敏 常 務 取 締 役

金 田 富士夫 取 締 役（社外役員）

東 惠 子 取 締 役（社外役員） 学校法人東海大学 名誉教授

相 澤 隆 取 締 役（社外役員） 鈴与建設株式会社
代表取締役会長

宇佐美 俊 二 取 締 役

若 林 陽 介 取 締 役

田 村 直 之 取 締 役

望 月 昭 宏 常 勤 監 査 役

鳥羽山 直 樹 常 勤 監 査 役

伊 藤 洋一郎 監 査 役（社外役員） 弁護士
伊藤総合法律事務所

磯 部 和 明 監 査 役（社外役員） 公認会計士・税理士
公認会計士磯部和明事務所

　

（注）1. 2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時をもって、専務取締役望月昭宏氏、常務取締役野々山
茂氏、監査役清明宏氏が任期満了により退任しました。なお、望月昭宏氏は、同日付で常勤監査役に
就任しました。

2. 2020年４月１日付で取締役頭取豊島勝一郎氏が取締役会長に、専務取締役岩山靖宏氏が取締役頭取
に就任いたしました。

3. 監査役磯部和明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しております。

4. 取締役金田富士夫氏、東惠子氏、相澤隆氏、監査役伊藤洋一郎氏及び磯部和明氏は、株式会社東京証
券取引所に対し独立役員としての届け出を行っております。
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（2）会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

　

区 分 支 給 人 数 報 酬 等
取 締 役 12人 236（28）
監 査 役 ５人 47

計 17人 283（28）
　

（注）1. 「報酬等」欄における（ ）は、当事業年度に係る業績連動型報酬９百万円ならびに株式報酬型スト
ック・オプション報酬額18百万円を内書きしております。

2. 株主総会で定められた取締役に対する報酬限度額は、確定金額報酬270百万円、業績連動型報酬の報
酬（当期純利益水準に応じて最大）30百万円及び株式報酬型ストック・オプションの報酬36百万円
であり、監査役に対する報酬限度額は確定金額報酬60百万円であります。

3. 上記の支給人数には、2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及
び監査役１名を含んでおります。

4. 上記報酬等のほか、役員退職慰労金として当事業年度中に退任した取締役１名に対して５百万円を支
給しております。（当該支給は、2007年６月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労
金制度廃止に伴う打ち切り支給額の未払分より支給しております。）

5. 取締役１名の使用人としての報酬２百万円については、上記に含まれておりません。
　
（3）責任限定契約

氏 名 責任限定契約の内容の概要
金 田 富士夫

会社法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でか
つ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定義される最低責任限度額
をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。

東 惠 子
相 澤 隆
伊 藤 洋一郎
磯 部 和 明
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３．社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況

　

氏 名 兼職その他の状況
取締役 東 惠 子 学校法人東海大学 名誉教授
取締役 相 澤 隆 鈴与建設株式会社 代表取締役会長
監査役 伊 藤 洋一郎 伊藤総合法律事務所
監査役 磯 部 和 明 公認会計士磯部和明事務所

　

（注）上記に掲げる社外役員の兼職先等と当行の間には通常の銀行取引があります。
　
（2）社外役員の主な活動状況

　

氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言
その他の活動状況

取締役 金田富士夫 ５年９ヶ月 当期開催の取締役会15回の全てに
出席しております。

元静岡市収入役としての豊富な
財務経験からの発言を行ってお
ります。

取締役 東 惠子 ４年９ヶ月 当期開催の取締役会15回の全てに
出席しております。

大学教授としての幅広い見地と
経験からの発言を行っておりま
す。

取締役 相澤 隆 ２年９ヶ月 当期開催の取締役会15回のうち14
回に出席しております。

会社経営者としての幅広い見地
と経験からの発言を行っており
ます。

監査役 伊藤洋一郎 10年９ヶ月
当期開催の取締役会15回の全てに
出席し、また当期開催の監査役会
12回の全てに出席しております。

主に弁護士としての専門的な見
地からの発言を行っております。

監査役 磯部 和明 ５年９ヶ月
当期開催の取締役会15回の全てに
出席し、また当期開催の監査役会
12回の全てに出席しております。

主に公認会計士・税理士として
の専門的な見地からの発言を行
っております。
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（3）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

　

支給人数 銀行からの
報 酬 等 銀行の親会社等からの報酬等

報 酬 等 の 合 計 ５人 29 ―

（4）社外役員の意見
　該当ありません。

　
４．当行の株式に関する事項
（1）株 式 数 発行可能株式総数 19,800,020株

発行済株式の総数 11,641,318株（自己株式56,076株を含む）
　
（2）当年度末株主数 5,569名
　
（3）大 株 主

　

株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当 行 へ の 出 資 状 況

持 株 数 等 持 株 比 率
千株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 665 5.74
鈴 与 株 式 会 社 480 4.14
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 465 4.01
清 水 銀 行 従 業 員 持 株 会 377 3.25
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 336 2.90
SBI ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 285 2.46
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 237 2.04
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 185 1.60
藍 澤 證 券 株 式 会 社 170 1.47
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 165 1.42
（注）1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は、自己株式を控除した上、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況

（単位：百万円）
氏 名 又 は 名 称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 福 井 淳
指定有限責任社員 深 井 康 治

56
（報酬等について監査役会が会社法第399
条第１項の同意をした理由）

（注）３
　

（注）1. 当行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額56百万円。
2. 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記
載しております。

3. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

　
（2）責任限定契約
　該当ありません。

　
（3）会計監査人に関するその他の事項

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査
役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
　また、上記のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は会計
監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議
案を株主総会に提出いたします。

　
６．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　該当ありません。
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７．業務の適正を確保する体制
（1）業務の適正を確保する体制
　当行が業務の適正を確保する体制（いわゆる内部統制システム）として、取締役会におい
て決議した事項は以下のとおりであります。

　
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ア）「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、役職員が遵守しなければならない法

令・ルール等を定める。
（イ）コンプライアンスを統括する部署を設置し、当行及びグループ全体のコンプライアン

ス態勢の整備及び問題点の把握に努める。頭取を議長とし、コンプライアンスをテー
マとする拡大経営会議を月１回開催し、顧問弁護士もそのメンバーとする。

（ウ）本部・営業店にコンプライアンス責任者と管理者を配置し、日常業務での適法性のチ
ェックを実施するとともに、「コンプライアンス報告制度」を設け、違反行為の未然
防止等を図る。なお、本報告制度の利用者に対して、報告等の行為を理由として懲
罰、人事考課への悪影響等、報告者にとって不利益となる行為は行わない。

（エ）使用人の法令・定款違反行為については、賞罰委員会において懲罰を付し、役員の法
令・定款違反については、取締役コンプライアンス規程に基づき、経営会議等による
調査を経て、取締役会において具体的な処分を決議する。

（オ）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固として対決
し、利益を供与しない。

　
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の議事録や稟議書等、取締役の職務の執行に係る情報については、行内規程
等に従い、適切に保存及び管理を行う。

　
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（ア）リスク管理を適切に行うため、「統合的リスク管理規程」を制定し、カテゴリー毎に

所管部を定めて、各種リスクについての管理体制を構築する。また、銀行全体のリス
ク統括を図る部署を設置し、各種リスクの状況について、必要に応じて取締役会及び
経営会議への報告を行う。

（イ）非常時において適切に業務を継続するための「業務継続規則」を制定し、迅速かつ適
切に対応することで、経営への影響を最小限に止めることができる体制を整備する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ア）取締役は、組織規程及び職務権限規程に基づき、業務執行を行う。また、取締役会の

委任の範囲内で決議・協議等を行う機関として、「経営会議」を設置し、業務執行の
決定の迅速化を図る。

（イ）取締役会で決議された事項は、３ヶ月毎にその進捗状況を取締役会へ報告すること
で、完了までの管理・把握を行う。

　
⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制
（ア）グループ会社におけるコンプライアンス、当行への適切な報告、リスク管理、職務執

行の効率性など業務の適正を確保するため、グループ会社を運営・管理する統括部署
を設置するとともに、「清水銀行グループ運営管理規程」を定める。また、グループ
会社は、「グループ会社協議・報告一覧」に基づいて、当行への協議・報告を行う。

（イ）当行は、必要に応じてグループ会社に立ち入り、監査を行う。
（ウ）当行及びグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の信頼

性を確保するための体制を整備する。
　
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項
監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役会担当者を１名以上配置する。

　
⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項
監査役会担当者の人事異動や評価等については監査役会の意見を尊重する。

　
⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体

制
（ア）当行及びグループ会社の取締役は、当行の業務または業績に影響を与える重要な事項

について、監査役に遅滞なく報告するものとし、当行及びグループ会社の使用人は主
管部署を通じて、担当取締役、グループ会社取締役から報告するものとする。また、
当行及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査役から業務について報告を求めら
れたときは、協力するものとする。

（イ）上記の報告を理由として懲罰や人事考課への悪影響等、報告者にとって不利益になる
行為は行わないものとする。
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⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
頭取は、当行が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等に
ついて、監査役と定期的に意見の交換を行い、相互の認識を深めるよう努める。

　
⑩ 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当行は監査役がその職務の執行について必要な費用の前払又は償還等の請求をしたとき
は、速やかに当該費用又は債務を処理する。

　
（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当行の業
務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

　
① 内部統制システム全般

当行およびグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当行の監査部がモ
ニタリングしている。

　
② コンプライアンス
当行は、当行及びグループ各社の従業員に対し、その階層に応じて必要なコンプライア
ンスについて、行内研修での教育および会議体での説明を行い、法令および定款を遵守
するための取組みを継続的に行っている。また、当行は法令等遵守規程「コンプライア
ンス報告制度」により相談・通報体制を設けており、グループ各社にも開放することで
コンプライアンスの実効性向上に努めている。

　
③ リスク管理体制
（ア）当行は、リスク管理に関する基本規程として「統合的リスク管理規程」を定め、取締

役会を中心としたリスク管理体制を構築している。この規程に基づき、各種のリスク
カテゴリーごとに「リスク管理規則」「リスク管理手続」を制定し、具体的な管理の
実施方法等を定めるとともに、取締役会や経営会議への報告等を行っている。

（イ）当行は、実効性のあるリスク管理を行うため、年度ごとのリスク管理に関する計画を
策定し、これに基づくリスクの把握、分析、評価を実施している。
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④ 内部監査
監査部が作成した内部監査計画に基づき、当行およびグループ各社の内部監査を実施し
ている。

　
８．特定完全子会社に関する事項
　該当ありません。
　
９．親会社等との間の取引に関する事項
　該当ありません。
　
10．会計参与に関する事項
　該当ありません。
　
11．その他
　該当ありません。
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第145期末 貸 借 対 照 表
　

（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 96,756 預 金 1,386,907
現 金 19,348 当 座 預 金 55,220
預 け 金 77,408 普 通 預 金 564,337
商 品 有 価 証 券 575 貯 蓄 預 金 14,725
商 品 国 債 191 通 知 預 金 2,690
商 品 地 方 債 384 定 期 預 金 723,371
金 銭 の 信 託 1,200 定 期 積 金 8,680
有 価 証 券 287,130 そ の 他 の 預 金 17,880
国 債 44,895 コ ー ル マ ネ ー 2,176
地 方 債 54,024 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 48,473
社 債 71,277 借 用 金 60,500
株 式 17,109 借 入 金 60,500
そ の 他 の 証 券 99,824 外 国 為 替 1
貸 出 金 1,156,716 売 渡 外 国 為 替 1
割 引 手 形 6,089 そ の 他 負 債 3,305
手 形 貸 付 15,008 未 決 済 為 替 借 25
証 書 貸 付 1,010,176 未 払 法 人 税 等 63
当 座 貸 越 125,442 未 払 費 用 810
外 国 為 替 1,922 前 受 収 益 619
外 国 他 店 預 け 1,917 給 付 補 填 備 金 0
買 入 外 国 為 替 4 金 融 派 生 商 品 198
そ の 他 資 産 22,544 リ ー ス 債 務 496
未 決 済 為 替 貸 83 資 産 除 去 債 務 37
前 払 費 用 54 そ の 他 の 負 債 1,054
未 収 収 益 961 賞 与 引 当 金 438
金 融 派 生 商 品 124 退 職 給 付 引 当 金 437
そ の 他 の 資 産 21,320 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 5
有 形 固 定 資 産 16,972 支 払 承 諾 4,634
建 物 6,973 負 債 の 部 合 計 1,506,881
土 地 9,114 （純 資 産 の 部）
リ ー ス 資 産 426 資 本 金 10,816
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 458 資 本 剰 余 金 7,413
無 形 固 定 資 産 611 資 本 準 備 金 7,413
ソ フ ト ウ ェ ア 511 利 益 剰 余 金 60,236
リ ー ス 資 産 22 利 益 準 備 金 8,670
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 78 そ の 他 利 益 剰 余 金 51,566
前 払 年 金 費 用 77 別 途 積 立 金 54,632
繰 延 税 金 資 産 2,591 繰 越 利 益 剰 余 金 △3,065
支 払 承 諾 見 返 4,634 自 己 株 式 △257
貸 倒 引 当 金 △5,897 株 主 資 本 合 計 78,208

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 660
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 27
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 688
新 株 予 約 権 59
純 資 産 の 部 合 計 78,956

資 産 の 部 合 計 1,585,837 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 1,585,837
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第145期 損 益 計 算 書
　

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額
経 常 収 益 23,245
資 金 運 用 収 益 15,617

貸 出 金 利 息 11,903
有 価 証 券 利 息 配 当 金 3,612
コ ー ル ロ ー ン 利 息 1
預 け 金 利 息 83
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 14
そ の 他 の 受 入 利 息 1

役 務 取 引 等 収 益 3,777
受 入 為 替 手 数 料 995
そ の 他 の 役 務 収 益 2,781

そ の 他 業 務 収 益 3,041
国 債 等 債 券 売 却 益 2,757
そ の 他 の 業 務 収 益 284

そ の 他 経 常 収 益 809
株 式 等 売 却 益 581
金 銭 の 信 託 運 用 益 13
そ の 他 の 経 常 収 益 214

経 常 費 用 27,709
資 金 調 達 費 用 948

預 金 利 息 409
譲 渡 性 預 金 利 息 0
コ ー ル マ ネ ー 利 息 △21
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 507
そ の 他 の 支 払 利 息 52

役 務 取 引 等 費 用 1,083
支 払 為 替 手 数 料 175
そ の 他 の 役 務 費 用 907

そ の 他 業 務 費 用 3,082
外 国 為 替 売 買 損 211
商 品 有 価 証 券 売 買 損 4
国 債 等 債 券 売 却 損 2,841
国 債 等 債 券 償 還 損 20
金 融 派 生 商 品 費 用 4

営 業 経 費 14,947
そ の 他 経 常 費 用 7,649
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,102
株 式 等 売 却 損 2,108
株 式 等 償 却 3,221
そ の 他 の 経 常 費 用 217

経 常 損 失 4,464
特 別 損 失 45
固 定 資 産 処 分 損 0
減 損 損 失 45

税 引 前 当 期 純 損 失 4,509
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 75
法 人 税 等 調 整 額 △603
法 人 税 等 合 計 △527
当 期 純 損 失 3,982
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第145期末 連結貸借対照表
　

（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 96,769 預 金 1,383,133
商 品 有 価 証 券 575 コ ー ル マ ネ ー 2,176
金 銭 の 信 託 1,200 債券貸借取引受入担保金 48,473
有 価 証 券 286,740 借 用 金 67,472
貸 出 金 1,149,987 外 国 為 替 1
外 国 為 替 1,922 そ の 他 負 債 6,961
リース債権及びリース投資資産 13,419 賞 与 引 当 金 468
そ の 他 資 産 27,228 退 職 給 付 に 係 る 負 債 933
有 形 固 定 資 産 17,817 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 57
建 物 7,524 睡眠預金払戻損失引当金 5
土 地 9,113 繰 延 税 金 負 債 41
リ ー ス 資 産 6 支 払 承 諾 4,634
その他の有形固定資産 1,172 負 債 の 部 合 計 1,514,358
無 形 固 定 資 産 682 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ ェ ア 527 資 本 金 10,816
リ ー ス 資 産 39 資 本 剰 余 金 7,648
その他の無形固定資産 115 利 益 剰 余 金 62,534
繰 延 税 金 資 産 2,934 自 己 株 式 △257
支 払 承 諾 見 返 4,634 株 主 資 本 合 計 80,741
貸 倒 引 当 金 △7,041 その他有価証券評価差額金 660

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 27
退職給付に係る調整累計額 △320
その他の包括利益累計額合計 367
新 株 予 約 権 59
非 支 配 株 主 持 分 1,343
純 資 産 の 部 合 計 82,512

資 産 の 部 合 計 1,596,871 負債及び純資産の部合計 1,596,871
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第145期 連結損益計算書
　

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額
経 常 収 益 28,974
資 金 運 用 収 益 15,359

貸 出 金 利 息 11,843
有 価 証 券 利 息 配 当 金 3,414
コ ー ル ロ ー ン 利 息 1
預 け 金 利 息 83
そ の 他 の 受 入 利 息 15

役 務 取 引 等 収 益 9,767
そ の 他 業 務 収 益 3,051
そ の 他 経 常 収 益 795
そ の 他 の 経 常 収 益 795

経 常 費 用 33,205
資 金 調 達 費 用 946

預 金 利 息 409
譲 渡 性 預 金 利 息 0
コ ー ル マ ネ ー 利 息 △21
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 507
借 用 金 利 息 36
そ の 他 の 支 払 利 息 14

役 務 取 引 等 費 用 5,755
そ の 他 業 務 費 用 3,091
営 業 経 費 15,673
そ の 他 経 常 費 用 7,738
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,190
そ の 他 の 経 常 費 用 5,547

経 常 損 失 4,230
特 別 損 失 45
固 定 資 産 処 分 損 0
減 損 損 失 45

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 4,276
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 208
法 人 税 等 調 整 額 △575
法 人 税 等 合 計 △367
当 期 純 損 失 3,908
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 59
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 3,968
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

　

独立監査人の監査報告書
2020年５月12日

株式会社 清 水 銀 行
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 井 淳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 深 井 康 治 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社清水銀行の2019年４月１日から
2020年３月31日までの第145期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
　
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

　

独立監査人の監査報告書
2020年５月12日

株式会社 清 水 銀 行
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 井 淳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 深 井 康 治 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社清水銀行の2019年４月１日から2020年
３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社清水銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
　監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第145期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役
等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の構築及
び運用の状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監
査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2020年５月12日

株式会社 清水銀行 監査役会
常勤監査役 望 月 昭 宏 ㊞
常勤監査役 鳥羽山 直 樹 ㊞
監 査 役 伊 藤 洋一郎 ㊞
監 査 役 磯 部 和 明 ㊞

（注）監査役伊藤洋一郎及び監査役磯部和明は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類
　
　議案および参考事項

第１号議案　剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、当期は世界的な金融市場の混乱等に伴い、有価証券関連損
失の処理等を行い損失の計上となりましたことなどを考慮し、誠に遺憾ながら以下のとお
りといたしたいと存じます。
1. 期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金25円
総 額 289,631,050円
なお、期末配当金は、前期から５円の減配となります。また、中間配当を含めました
当期の年間配当は、１株につき55円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月26日

　
2. その他の剰余金の処分に関する事項
（1）減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 4,000,000,000円
（2）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円
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【第２号議案から第７号議案に共通する参考事項】

　当行は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、「監査等委員会設置会社」に移行いた
したいと存じます。本招集ご通知の31ページから49ページに記載の第２号議案から第７号議案は、いずれ
も移行に関する議案ですので、これらをご提案するにあたり、監査等委員会設置会社の概要および当行が監
査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行する理由についてご説明申し上げます。

■監査等委員会設置会社の概要
○ 監査等委員会設置会社とは、監査等委員会を置く株式会社をいいますが、監査役や監査役会を置くこ
とはできません。

○ 監査等委員会は、３名以上の監査等委員である取締役で構成され、かつ、その過半数は社外取締役で
なければなりません。

○ 監査等委員以外の取締役の任期は１年であるのに対して、監査等委員である取締役の任期は２年とな
ります。

○ 監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有しており、取締役の選任・解任議案の決定
や代表取締役の選定・解職、その他業務執行の意思決定全般（取締役に決定が委任されたものを除き
ます。）に関与します。また、監査等委員会が選定した監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選
任・解任や報酬について、株主総会で意見を述べる権限も有します。これらの点で、監査等委員・監
査等委員会は、監査役・監査役会に比べ、監督機能がより強化されております。

○ 監査等委員会設置会社は、定款の定めがある場合等において、取締役会の決議により重要な業務執行
の決定の全部または一部を取締役に委任することができます。これにより、委任を受けた取締役が業
務上の意思決定を迅速に行い、機動的に業務執行することが可能となります。一方で、取締役会は業
務執行者に対する監督機能を強化することが可能となります。

■監査等委員会設置会社への移行理由
　当行は、監査等委員会設置会社へ移行することで、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含み
ます。）に取締役会における議決権を付与し、取締役会の監督機能をより強化するとともに、コーポレー
ト・ガバナンス体制を一層充実させ、更なる企業価値向上を図ってまいります。
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■第２号議案から第７号議案について
　監査等委員会設置会社に移行するためには、定款を変更する必要がありますので、第２号議案「定款一
部変更の件」において、ご提案するものであります。
　また、監査等委員会設置会社においては、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役とを区別
して選任する必要があることから、第３号議案では監査等委員以外の取締役の選任を、第４号議案では監
査等委員である取締役の選任をそれぞれご提案するものであります。
　さらに、監査等委員会設置会社においては、取締役の報酬額も、監査等委員以外の取締役と監査等委員
である取締役とを区別して定める必要があることから、第５号議案では監査等委員以外の取締役の報酬額
を、第６号議案では監査等委員である取締役の報酬額を、また、第７号議案では取締役（監査等委員であ
る取締役および社外取締役を除きます。）に対するストックオプション報酬額および内容決定を、それぞ
れご提案するものであります。
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第２号議案　定款一部変更の件
1. 変更の理由
当行は、監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値
の向上に取組むことを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じま
す。

（1）監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定
の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うもの
であります。

（2）取締役会の決議により、重要な業務執行（会社法第399条の13第５項各号に掲げる
事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる規定を新設
するものであります。

（3）業務執行を行わない取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるようにするた
め、責任限定契約にかかる定款の規定を変更するものであります。本変更について
は、各監査役の同意を得ております。

（4）役付取締役として、取締役副会長を新設するための規定の変更を行うものでありま
す。

（5）その他、上記の各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。
　なお、本定款変更は、本定時株主総会終結の時に効力が生じるものといたします。

（下線部分は変更箇所）
現 行 定 款 変 更 案

　 第１章 総 則 　 第１章 総 則
第１条～第３条 （条文省略） 第１条～第３条 （現行どおり）

(機 関)
第４条 当銀行は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人

(機 関)
第４条 当銀行は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査等委員会
（削除）

3. 会計監査人

第５条 （条文省略） 第５条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
　 第２章 株 式 　 第２章 株 式
第６条～第12条 （条文省略） 第６条～第12条 （現行どおり）

　 第３章 株主総会 　 第３章 株主総会
第13条～第19条 （条文省略） 第13条～第19条 （現行どおり）

　 第４章 取締役および取締役会 　 第４章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第20条 当銀行の取締役は、17名以内とする。

(取締役の員数)
第20条 当銀行の取締役（監査等委員である取

締役を除く。）は、17名以内とする。
（新設） ② 当銀行の監査等委員である取締役は、

５名以内とする。

(取締役の選任)
第21条 取締役は、株主総会の決議によって選

任する。

(取締役の選任)
第21条 取締役は、監査等委員である取締役と

それ以外の取締役とを区別して、株主
総会の決議によって選任する。

② （条文省略） ② （現行どおり）
③ （条文省略） ③ （現行どおり）

(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとする。

(取締役の任期)
第22条 取締役（監査等委員であるものを除

く。）の任期は、選任後１年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。

（新設） ② 監査等委員である取締役の任期は、選
任後２年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。

② 新たに選任された取締役の任期は、他
の在任取締役の任期の満了する時まで
とする。

（削除）

（新設） ③ 任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監
査等委員である取締役の任期は、退任
した監査等委員である取締役の任期の
満了する時までとする。
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現 行 定 款 変 更 案
（新設） ④ 会社法第329条第３項に基づく補欠の

監査等委員である取締役の選任に係る
決議が効力を有する期間は、当該決議
によって短縮されない限り、当該決議
後２年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の開
始の時までとする。

(役付取締役)
第23条 取締役会はその決議によって、取締役

相談役、取締役会長、取締役頭取各１
名および取締役副頭取、専務取締役、
常務取締役若干名を定めることができ
る。

(役付取締役)
第23条 取締役会は、その決議によって、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）
の中から取締役会長、取締役頭取各１
名および取締役副会長、取締役副頭取、
専務取締役、常務取締役、取締役相談
役若干名を定めることができる。

(代表取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって、取締

役頭取を代表取締役に選定する。

(代表取締役)
第24条 取締役会は、その決議によって、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）
の中から取締役頭取を代表取締役に選
定する。

② 取締役会は、その決議によって、取締
役頭取以外に当銀行の代表取締役を選
定することができる。

② 取締役会は、その決議によって、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）
の中から取締役頭取以外に当銀行の代
表取締役を選定することができる。

(取締役の報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当銀行から受ける財産上
の利益（以下「報酬等」という。）は、
株主総会の決議によって定める。

(取締役の報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当銀行から受ける財産上
の利益は、監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを区別して、株主
総会の決議によって定める。

(取締役会の招集通知)
第26条 取締役会の招集通知は、会日の３日前

までに各取締役および各監査役に対し
て発する。ただし、緊急の必要あると
きは、この期間を短縮することができ
る。

(取締役会の招集通知)
第26条 取締役会の招集通知は、会日の３日前

までに各取締役に対して発する。ただ
し、緊急の必要あるときは、この期間
を短縮することができる。
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現 行 定 款 変 更 案
② 取締役および監査役全員の同意がある

ときは、招集の手続を経ないで取締役
会を開催することができる。

② 取締役全員の同意があるときは、招集
の手続を経ないで取締役会を開催する
ことができる。

第27条～第28条 （条文省略） 第27条～第28条 （現行どおり）

(社外取締役の責任限定契約)
第29条 当銀行は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、社外取締役との間に、任
務を怠ったことによる損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の
限度額は、法令が定める額とする。

(取締役の責任限定契約)
第29条 当銀行は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、取締役（業務執行取締役
等であるものを除く。）との間に、任務
を怠ったことによる損害賠償責任を限
定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の
限度額は、法令が定める額とする。

（新設） (重要な業務執行の決定の委任)
第30条 当銀行は、会社法第399条の13第６項

の規定により、取締役会の決議によっ
て重要な業務執行（同条第５項各号に
掲げる事項を除く。）の決定の全部また
は一部を取締役に委任することができ
る。

　 第５章 監査役および監査役会 （削除）
(監査役の員数)
第30条 当銀行の監査役は、５名以内とする。

（削除）

(監査役の選任)
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選

任する。

（削除）

② 選任決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の過
半数をもって行う。

（削除）

(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとする。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案
② 任期満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任
した監査役の任期の満了する時までと
する。

（削除）

(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、監査役の中から常勤の監

査役を選定する。

（削除）

(監査役の報酬等)
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に

よって定める。

（削除）

(監査役会の招集)
第35条 監査役会の招集通知は、会日の３日前

までに各監査役に対して発する。ただ
し、緊急の必要あるときは、この期間
を短縮することができる。

（削除）

② 監査役全員の同意があるときは、招集
の手続を経ないで、監査役会を開催す
ることができる。

（削除）

(監査役会に関する規程)
第36条 監査役会に関する事項は、法令または

定款のほか、監査役会において定める
監査役会規程による。

（削除）

(社外監査役の責任限定契約)
第37条 当銀行は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、社外監査役との間に、任
務を怠ったことによる損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の
限度額は、法令が定める額とする。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案
（新設） 　 第５章 監査等委員会
（新設） (常勤の監査等委員)

第31条 監査等委員会は、その決議によって、
常勤の監査等委員を選定することがで
きる。

（新設） (監査等委員会の招集通知)
第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査等委員に対して発す
る。ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。

（新設） ② 監査等委員全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ないで監査等委員会
を開催することができる。

（新設） (監査等委員会規程)
第33条 監査等委員会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、監査等委員会にお
いて定める監査等委員会規程による。

　 第６章 計 算 　 第６章 計 算
(事業年度)
第38条～第40条 （条文省略）

(事業年度)
第34条～第36条 （現行どおり）
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
　当行は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置
会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役全員（10名）は、本定時株主総会
終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）
10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　本議案の決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条
件として、効力を生じるものといたします。
　取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号 氏 名 現在の当行における地位

１ 再任
とよ しま かついちろう

豊 島 勝一郎 取締役会長

２ 再任
いわ やま やす ひろ

岩 山 靖 宏 取締役頭取

３ 再任
もち づき あや と

望 月 文 人 専務取締役

４ 再任
やぶ ざき ふみ とし

薮 崎 文 敏 常務取締役

５ 再任
ひがし けい こ

東 惠 子
社外
独立役員 社外取締役

６ 再任
あい ざわ たかし

相 澤 隆
社外
独立役員 社外取締役

７ 再任
わか ばやし よう すけ

若 林 陽 介 取締役

８ 再任
た むら なお ゆき

田 村 直 之 取締役

９ 新任
と ば やま なお き

鳥羽山 直 樹 常勤監査役

10 新任
ひら いわ まさし

平 岩 将 ―
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行

の株式の数

１

豊
とよ
　島
しま
　勝一郎
かついちろう

　

（1957年７月６日生）
再任

1981年４月 当行入行
1996年６月 当行秘書部長
2001年４月 当行理事総合統括部長
2003年６月 当行取締役富士支店長
2005年６月 当行常務取締役
2007年６月 当行専務取締役
2011年４月 当行取締役副頭取
2012年４月 当行取締役頭取
2020年４月 当行取締役会長（現任）

13,973株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、リスク管理、財務、営業推進、審査、人事等も含め幅広く銀行業務に携わり、2012年４月
より取締役頭取、2020年４月より取締役会長として経営経験も有していることから、銀行の経営判断
を的確に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

２

岩
いわ
　山
やま
　靖
やす
　宏
ひろ

　

（1964年７月13日生）
再任

1988年４月 当行入行
2005年６月 当行富士駅南支店長
2012年４月 当行理事富士支店長兼富士市役所前支店長兼

松岡支店長
2014年４月 当行常務執行役員
2015年６月 当行取締役総合統括部長
2016年10月 当行常務取締役
2019年５月 当行専務取締役
2020年４月 当行取締役頭取（現任）

4,100株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、リスク管理、財務、営業推進、審査等も含め幅広く銀行業務に携わり、2019年５月より専
務取締役、2020年４月より取締役頭取として経営経験も有していることから、銀行の経営判断を的確
に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

３

望
もち
　月
づき
　文
あや
　人

と

　

（1964年１月27日生）
再任

1986年４月 当行入行
2007年６月 当行藤枝駅西支店長
2011年７月 当行理事本店営業部長兼興津支店長兼八木間

支店長
2012年７月 当行理事本店営業部長
2013年６月 当行取締役本店営業部長
2015年６月 当行常務取締役
2018年11月 当行専務取締役（現任）

4,200株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、リスク管理、財務、営業推進、審査、人事等も含め幅広く銀行業務に携わり、専務取締役と
して経営経験も有していることから、銀行の経営判断を的確に遂行することができるものと判断し、取
締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行

の株式の数

４

薮
やぶ
　崎
ざき
　文
ふみ
　敏
とし

　

（1962年６月１日生）
再任

1985年４月 当行入行
2007年６月 当行市場営業部長
2010年10月 当行東京支店長
2012年４月 当行理事総合統括部長
2013年６月 当行執行役員
2015年４月 当行常務執行役員
2017年６月 当行取締役
2019年５月 当行常務取締役（現任）

7,300株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、財務、リスク管理、市場運用等も含め幅広く銀行業務に携わり、常務取締役として経営経験
も有していることから、銀行の経営判断を的確に遂行することができるものと判断し、取締役候補者と
したものであります。

５

東
ひがし

　 惠 子
けい こ

　

（1953年８月23日生）
再任 社外 独立役員

1980年４月 東海大学短期大学部専任講師
1990年４月 東海大学短期大学部助教授
2004年４月 東海大学短期大学部教授
2007年４月 東海大学開発工学部感性デザイン学科教授
2011年４月 東海大学海洋学部環境社会学科教授
2015年６月 当行取締役（現任）
2019年４月 東海大学名誉教授（現任）

2,200株

【社外取締役候補者とした理由】
大学教授として培ってきた経験と社会的信用を備えており、同氏の幅広い見識を経営に取り入れること
ができるものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。

６

相
あい
　澤
ざわ
　 隆

たかし

（1946年10月16日生）
再任 社外 独立役員

1969年４月 株式会社日本長期信用銀行入行
1996年６月 株式会社日本長期信用銀行取締役
1997年10月 長銀証券株式会社専務取締役
1998年６月 株式会社熊谷組常務取締役
2002年11月 鈴与建設株式会社取締役
2004年11月 鈴与建設株式会社取締役副社長
2005年４月 鈴与建設株式会社代表取締役社長
2016年11月 鈴与建設株式会社代表取締役会長（現任）
2017年６月 当行取締役（現任）

700株

【社外取締役候補者とした理由】
企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しており、同氏の幅広い見識を経営に取り入れること
ができるものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行

の株式の数

７

若
わか
　林
ばやし
　陽
よう
　介
すけ

　

（1965年12月23日生）
再任

1989年４月 当行入行
2012年４月 当行島田支店長
2014年４月 当行静岡南支店長
2016年４月 当行総務管理部長
2017年４月 当行経営企画部長
2017年６月 当行取締役経営企画部長
2019年５月 当行取締役（現任）

2,900株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、リスク管理、営業推進、人事等も含め幅広く銀行業務に携わり、銀行の経営判断を的確に遂
行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

８

田
た
　村
むら
　直
なお
　之
ゆき

　

（1964年９月22日生）
再任

1987年４月 当行入行
2003年10月 当行江尻支店長
2006年12月 当行業務企画部長
2009年７月 当行経営企画部長
2011年４月 当行焼津支店長
2012年４月 当行東京支店長
2014年４月 当行総務管理部長
2016年４月 当行監査部長
2017年４月 当行理事総合統括部長
2019年６月 当行取締役（現任）

1,500株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、リスク管理、市場運用、人事等も含め幅広く銀行業務に携わり、銀行の経営判断を的確に遂
行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

９

鳥羽
と ば
山
やま
　直
なお
　樹

き

（1959年６月14日生）
新任

1983年４月 当行入行
2000年７月 当行人事部長
2001年10月 当行市場営業部長
2003年４月 当行磐田支店長
2005年７月 当行経営企画部長
2008年４月 当行理事浜松支店長
2009年７月 当行理事総合統括部長
2010年６月 当行取締役総合統括部長
2015年６月 株式会社清水地域経済研究センター代表取締

役社長
2017年６月 当行監査役（現任）

3,100株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、リスク管理、財務、市場運用、人事等も含め幅広く銀行業務に携わり、銀行の経営判断を的
確に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行

の株式の数

10

平
ひら
　岩
いわ
　 将

まさし

（1968年４月17日生）
新任

1991年４月 当行入行
2010年７月 当行下香貫支店長
2016年４月 当行東京支店長
2018年４月 当行市場営業部長
2019年５月 当行総合統括部長
2020年４月 当行総務管理部付部長（現任）

1,200株

【取締役候補者とした理由】
リスク管理、市場運用等も含め幅広く銀行業務に携わり、銀行の経営判断を的確に遂行することができ
るものと判断し、取締役候補者としたものであります。

　

（注）1. 各取締役候補者と当行との特別の利害関係について
（1）相澤隆氏が代表取締役会長を務める鈴与建設株式会社と当行の間には、貸出金等の取引がありま

す。
（2）その他の候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役候補者の独立性について(当行の社外取締役の独立性判断基準は45ページに掲載)
東惠子氏及び相澤隆氏は、当行の社外取締役の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者であります。
また、当行は株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書を提出してお
ります。

3. 社外取締役としての在任年数について
当行社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、東惠子氏は５年、相澤隆氏
は３年であります。

4. 社外取締役との責任限定契約について
当行は、東惠子氏及び相澤隆氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定す
る額としております。東惠子氏及び相澤隆氏の選任をご承認いただいた場合には、当該契約を継続す
る予定であります。
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第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
　当行は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置
会社へ移行いたします。つきましては、現在の監査役全員（４名）は、本定時株主総会終
結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いい
たしたいと存じます。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案の決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条
件として、効力を生じるものといたします。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号 氏 名 現在の当行における地位

１ 新任
もち づき あき ひろ

望 月 昭 宏 常勤監査役

２ 新任
い とう よういちろう

伊 藤 洋一郎
社外
独立役員 社外監査役

３ 新任
いそ べ かず あき

磯 部 和 明
社外
独立役員 社外監査役

４ 新任
こう の まこと

河 野 誠
社外
独立役員 ―
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行

の株式の数

１

望
もち
　月
づき
　昭
あき
　宏
ひろ

（1957年４月４日生）
新任

1980年４月 当行入行
1999年２月 当行矢部支店長
2004年４月 当行理事経営企画部長兼秘書室長
2005年６月 当行取締役静岡支店長
2011年４月 当行常務取締役
2013年６月 当行専務取締役
2019年６月 当行監査役（現任）

9,590株

【取締役候補者とした理由】
経営企画、財務、監査、リスク管理、人事等も含め幅広く銀行業務に携わり、2013年６月より専務取
締役として経営経験も有し、2019年６月から常勤監査役としてその職務・職責を適切に果たしている
ことから、監査等委員として職務を的確に遂行することができるものと判断し、監査等委員である取締
役候補者としたものであります。

２

伊
い
　藤
とう
　洋一郎
よういちろう

　

（1948年２月１日生）
新任 社外 独立役員

1990年４月 東京弁護士会に弁護士登録
1995年４月 静岡県弁護士会に弁護士登録換

静岡市葵区に伊藤総合法律事務所開設（現任）
1999年４月 当行仮監査役

1999年６月終了
2009年６月 当行監査役（現任）

900株

【社外取締役候補者とした理由】
長年の弁護士としての見識と経験を有しており、2009年６月より社外監査役に就任し高い見識と法律
の専門家としての見地からその職務・職責を適切に果たしており、監査等委員として職務を的確に遂行
することができるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。

３

磯
いそ
　部

べ
　和
かず
　明
あき

　

（1948年１月４日生）
新任 社外 独立役員

1971年４月 昭和監査法人入所
1974年３月 公認会計士試験合格
1974年８月 昭和監査法人退所
1974年９月 公認会計士磯部和明事務所設立（現任）
2014年６月 当行監査役（現任）

2,700株

【社外取締役候補者とした理由】
長年の公認会計士としての見識と経験を有しており、2014年６月より社外監査役に就任し高い見識と
公認会計士・税理士としての見地からその職務・職責を適切に果たしており、監査等委員として職務を
的確に遂行することができるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としたものでありま
す。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行

の株式の数

４

河
こう
　野

の
　 誠

まこと

（1970年11月12日生）
新任 社外 独立役員

2000年10月 東京弁護士会に弁護士登録
相川法律事務所入所

2005年４月 静岡県弁護士会に弁護士登録換
河野法律事務所入所

2010年９月 河野法律事務所所長（現任）

3,100株

【社外取締役候補者とした理由】
長年の弁護士としての見識と経験を有しており、監査等委員として職務を的確に遂行することができる
ものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。

　

（注）1. 各取締役候補者と当行との特別の利害関係について
（1）伊藤洋一郎氏は当行の顧問弁護士であり顧問料を支払っております。
（2）河野誠氏は当行の顧問弁護士であり顧問料を支払っております。
（3）その他の候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役候補者の独立性について(当行の社外取締役の独立性判断基準は45ページに掲載)
（1）伊藤洋一郎氏および磯部和明氏は、当行の社外取締役の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者

であります。また、当行は株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出
書を提出しております。

（2）河野誠氏は、当行の社外取締役の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者であり、株式会社東京
証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。同氏の選任をご承認いただいた場
合には、当行は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出す
る予定であります。

3. 社外取締役候補者の社外監査役としての在任年数について
当行の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、伊藤洋一郎氏は11年、磯
部和明氏は６年であります。

4. 社外取締役との責任限定契約について
（1）当行は、伊藤洋一郎氏及び磯部和明氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法
令が規定する額としております。伊藤洋一郎氏及び磯部和明氏の選任をご承認いただいた場合には、
当該契約を継続する予定であります。

（2）河野誠氏の選任をご承認いただいた場合には、同氏との間において、会社法第427条第１項の規定
に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約
に基づく責任の限度額は法令が規定する額となります。
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＜ご参考＞
当行における社外取締役の独立性判断基準

　当行は、専門家としての知識及び職務執行に必要な知見や経営者としての豊富な経験を有し、会社法に定
める社外取締役の要件および「独立性判断基準」（下記参照）を満たす者を独立社外取締役として選任して
おります。

「独立性判断基準」
　原則として、現在または最近において以下のいずれかの要件にも該当しない者とする。
　１．当行を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者または当行の主要な取引先若しくはその業務執
　 行者。
　２．当行からの役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または
　 法律専門家等。
　３．当行を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。
　４．当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
　５．当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
　６．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
　ア．上記１～５に該当する者。
　イ．当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。

※「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいう。例えば、独立役員を社外取締役として選任
する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等が含まれている。１年以上前は
「最近」に該当しない。
※「主要な」とは、事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係が
ある取引先をいう。
※「多額」とは、過去３年間平均で1,000万円以上をいう。
※「近親者」とは、配偶者および二親等以内の親族をいう。
※「重要でない者」とは、会社・取引先の役員・部長クラスの者や各監査法人に所属する公認会計士、各法
律事務所に所属する弁護士以外をいう。

以 上
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第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
　当行の取締役の報酬額は、2015年６月19日開催の第140期定時株主総会において、確
定金額報酬として年額270百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）、また、確定金額
報酬とは別枠で業績連動型報酬（社外取締役を除く）として当期純利益に応じて最大年額
30百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、当行は、第２号議案「定款一
部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
　つきましては、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬
額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、経済情
勢等諸般の事情も考慮し、確定金額報酬を年額270百万円以内（うち社外取締役20百万
円以内）、また、企業価値向上への貢献意欲および株主重視の経営意識を高めるため、業
績連動型報酬枠（監査等委員である取締役および社外取締役を除く)を、確定金額報酬と
は別枠で、当期純利益を基準として、次表のとおり最大年額30百万円以内とさせていた
だきたいと存じます。
　なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと
し、各取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する具体的金額、支給の時期等は、
取締役会にご一任願いたいと存じます。
　また、本議案の報酬額は、第７号議案のストックオプション報酬とは別枠でご承認いた
だくものです。
　現在の取締役は10名（うち社外取締役３名）でありますが、第２号議案「定款一部変
更の件」および第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」
が承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く）は10名（うち社外取
締役２名）となります。本議案の決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款
変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものといたします。

表）業績連動型報酬枠
当期純利益水準 報酬枠（年額）
50億円以上 30百万円

30億円以上50億円未満 20百万円
10億円以上30億円未満 10百万円

10億円未満 ０円
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第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
　当行の監査役の報酬額は、2015年６月19日開催の第140期定時株主総会において、年
額60百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、当行は、第２号議案「定款
一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
　つきましては、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、監査等委員である取
締役の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額60百万円以内とさせていただき
たいと存じます。なお、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等
は、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。
　現在の監査役は４名（うち社外監査役２名）でありますが、第２号議案「定款一部変更
の件」および第４号議案「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決されます
と、監査等委員である取締役は４名（うち社外取締役３名）となります。
　本議案の決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条
件として、効力を生じるものといたします。
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第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対するストック
オプション報酬額および内容決定の件

　当行の取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新
株予約権に関する報酬等の額は、2015年６月19日開催の第140期定時株主総会におい
て、確定金額報酬および業績連動型報酬とは別枠で、年額36百万円以内とご承認いただ
き今日に至っておりますが、当行は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件
として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
　つきましては、会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、現在の取締役に対す
る株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額に関する定めを廃止
し、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対し、第５号議案とし
てご承認をお願いする報酬額とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとして新株予
約権を割り当てることとし、そのための報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額
36百万円以内といたしたいと存じます。
　具体的なストックオプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した
新株予約権１個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額となり
ます。各取締役に対する支給時期および配分等につきましては、取締役会にご一任願いた
いと存じます。現在の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の付与対象者と
なる取締役は７名でありますが、第２号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「取
締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」が原案どおり承認可決されます
と、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の付与対象者となる取締役は８名
となります。
　本議案の決議は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条
件として、効力を生じるものといたします。
　報酬として新株予約権を割り当てる理由およびその新株予約権の内容は、次のとおりで
あります。

1. 報酬として新株予約権を割り当てる理由
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の企業価値向上への貢献
意欲および株主重視の経営意識を従来以上に高めるためであります。
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2. 新株予約権の内容
（1）新株予約権の総数ならびに目的となる株式の種類および数

事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の個数の
上限は2,200個とします。
新株予約権の目的となる株式は当行普通株式とし、上記の１年間の上限を22,000
株とします。
新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」という。）は10株
とします。
なお、当行が合併、会社分割、株式無償割当て、株式分割または株式併合等を行う
ことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当行は必要と認める調
整を行うものとします。

（2）新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価
額を払込金額とします。なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額
の払込みに代えて当行に対する報酬債権と相殺するものとします。

（3）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付
される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額としま
す。

（4）新株予約権を行使できる期間
新株予約権の割当日の翌日から25年以内とします。ただし、行使の期間の最終日
が当行の休日に当たる場合は、その前営業日とします。

（5）新株予約権の行使の主な条件
新株予約権者は、上記(4)の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の
翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものと
します。

（6）新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとしま
す。

（7）その他新株予約権の内容
上記(1)から(6)の細目および新株予約権に関するその他の内容等については、新株
予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることとします。

以 上
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インターネット等による議決権行使のご案内

　
　議決権をインターネット等により行使される場合は、下記の事項をご了承のうえ、行使してい
ただきますようお願い申しあげます。

記
　
１．インターネットによる議決権行使について
（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当行指定の議決権行使ウェブ

サイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）をご利用いただくことによってのみ可能です。
（２）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用

されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバー等をご利用の場合等、株
主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（３）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コ
ード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力くださ
い。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

（４）インターネットによる議決権行使は、2020年６月24日（水曜日）午後５時まで受付いたしますが、議決
権行使結果の集計の都合上、お早めに行使していただきますようお願い申しあげます。

（５）議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネットでも議決権を行使された場合は、到着日時を
問わずインターネットによる議決権行使を有効なものとして取扱いさせていただきます。

（６）インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとさせていた
だきます。

（７）パスワード（株主さまが変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は
新たに発行いたします。

（８）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主さまのご負担となります。

（ご注意）
・パスワードは、議決権行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当行よ
　りお尋ねすることはございません。

　 ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内
　にしたがってお手続きください。
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２．議決権電子行使プラットフォームについて
　管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所
等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた
場合には、当行株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記１．のインターネットによ
る議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
　

≪お問い合わせ先≫
ご不明な点につきましては、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部（以下）にお問い合わせくださ
いますようお願い申しあげます。
　

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
（１）議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
　 電 話 ０１２０－７６８－５２４（フリーダイヤル）
　 受付時間 ９：００～２１：００（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）
（２）上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
　 電 話 ０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル）
　 受付時間 ９：００～１７：００（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）

　
以上
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株主総会会場
清水銀行
天神本部

至興津

至静岡

至清水IC

簡 易
裁判所

清水
国際高校

清水東高校

大手２丁目

J
R
清
水
駅

清水銀行
天神本部

静　鉄
新清水駅

国道１号線

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場のご案内
　

会 場 静岡県静岡市清水区天神１丁目７番30号
清水銀行天神本部 ３階大会議室
☎ 054-353-7714（清水銀行総務管理部）

　

　

※最寄り駅のご案内
東 海 道 本 線 JR清水駅より徒歩15分
静岡鉄道（電車）新清水駅より徒歩25分 タクシー７分
しずてつ
ジャストライン（バス）

清水駅前停留所
１番乗り場、庵原線乗車
大手２丁目バス停下車徒歩３分

※なお、駐車場のスペースに限りがございますので、ご了承くださいますようお願い申し
あげます。
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